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改
　
定
　
律

例
　
編
纂
　
者
　
考

藤

田

弘

道

　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
明
治
六
年
六
月
十
三
日
、
太
政
官
布
告
第
二
百
六
号
を
も
つ
て
公
布
さ
れ
、

翌
七
月
十
日
よ
り
一
般
施
行
せ
ら
れ
た
改
定
律
例
の
編
纂
経
過
、
お
よ
び
そ
の

第
一
次
草
案
の
転
写
本
が
現
在
法
務
図
書
館
の
所
蔵
に
か
か
る
「
新
律
条
例
」

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
「
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

考
ー
改
定
律
例
の
草
案
と
覚
し
き
文
書
に
つ
い
て
ー
」
な
る
論
文
に
お

い
て
、
詳
し
く
考
証
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
改
定
律
例
が
い
か

な
る
人
び
と
の
手
に
よ
つ
て
編
纂
せ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
お
い
て

一
切
言
及
し
な
か
つ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
該
問
題
に
関
す
る
資
料
が
貧
弱
で

あ
つ
た
た
め
、
こ
れ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
い
う
い
ま
も
、
こ
の
資
料
状
況
は
、
殆
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
の

後
蒐
集
し
え
た
資
料
と
い
え
ぽ
、
わ
ず
か
に
一
点
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
気
持
に
な
つ
た
の
は
、
こ
の
一

点
の
資
料
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
重
要
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
考
せ
ら
れ

　
　
　
改
定
律
例
編
纂
者
考

た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
そ
の
一
点
の
資
料
と
は
、
「
細
輔
報
効
志
士
人
名
録
」
小
原
重
哉

の
項
に
み
え
る

　
　
同
（
明
治
－
筆
者
註
）
五
年
九
月
二
日
任
中
法
官
。
尋
て
改
定
律
例
草
案
取

　
　
調
掛
を
命
ず
。

　
　
　
　
　
（
3
）

な
る
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村

　
こ
の
他
、
該
問
題
に
関
す
る
資
料
と
し
て
現
在
挙
示
し
う
る
も
の
は
、
「
櫟

岡
良
弼
）

斉
翁
年
譜
」
中
に
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
）

　
　
五
年
二
月
明
法
中
属
に
任
じ
、
八
月
権
小
法
官
に
任
じ
、
改
定
律
例
編

　
　
修
に
従
事
す
。

　
　
（
4
）

な
る
記
事
、
な
ら
び
に
三
島
毅
の
撰
に
な
る
「
元
老
院
議
官
正
三
位
勲
二
等
鶴

（
皓
）

田
君
碑
」
に
み
え
る

　
　
時
朝
廷
撰
二
新
律
綱
領
、
及
改
定
律
例
一
。
君
与
有
ゲ
力
焉
。

　
　
（
5
）

な
る
記
事
の
わ
ず
か
二
点
で
あ
る
。

　
以
下
、
上
掲
記
事
の
検
討
を
通
し
て
、
本
問
題
に
接
近
し
て
い
き
た
い
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
一
五
九
）



改
定
律
例
編
纂
者
考

う
が
、
そ
れ
に
入
る
前
に
、
論
述
の
便
宜
上
、
拙
著
・
前
掲
論
文
に
お
い
て
明

ら
か
に
し
た
改
定
律
例
の
編
纂
経
過
を
い
ま
一
度
概
観
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

編
纂
が
い
か
な
る
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
突
込
ん
だ

考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
年
月
日
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
と
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
明
治
五
年
十
二
月

　
　
二
日
以
前
に
つ
い
て
は
太
陰
暦
、
そ
れ
以
降
、
す
な
わ
ち
明
治
六
年
一
月
一
日
以
降

　
　
に
つ
い
て
は
太
陽
暦
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
「
法
学
研
究
」
第
四
十
六
巻
第
二
、
三
号
、
所
収
。

　
（
3
）
　
史
談
会
編
・
上
掲
書
、
第
弐
輯
、
一
七
二
頁
。

　
（
4
）
　
「
歴
史
地
理
」
第
二
十
九
巻
第
二
号
、
一
九
三
頁
。
な
お
、
明
治
三
十
六
年
十

　
　
丹
刊
行
の
日
本
力
行
会
編
「
日
本
名
家
列
伝
」
村
岡
良
弼
の
項
に
も
、
「
四
年
（
五
年

　
　
の
誤
り
1
筆
者
註
）
司
法
省
明
法
寮
に
出
仕
し
少
法
官
（
権
少
法
官
の
誤
り
ー
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
（
例
）

　
　
註
）
と
な
り
改
定
律
令
の
纂
修
に
与
る
」
と
あ
る
（
四
二
三
頁
）
。

　
（
5
）
　
「
如
蘭
社
話
』
巻
四
十
七
、
二
十
四
葉
表
。

　
　
　
　
　
　
二

　
明
治
四
年
の
春
以
来
刑
部
省
に
お
い
て
着
手
せ
ら
れ
た
新
律
綱
領
の
改
正
事

業
は
、
同
省
廃
止
（
明
治
四
年
七
月
九
日
）
後
も
そ
の
後
身
機
関
た
る
司
法
省
に

継
承
さ
れ
、
鋭
意
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
た
が
、
翌
五
年
八
月
に
至
つ
て
一
個

の
法
典
と
し
て
「
成
業
」
し
、
新
律
条
例
な
る
名
称
を
付
し
て
「
上
裁
ヲ
経
テ

御
刊
行
相
成
度
」
と
太
政
官
に
「
奏
進
」
さ
れ
た
。
こ
れ
が
改
定
律
例
の
第
一

次
草
案
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
第
一
次
草
案
を
転
写
し
た
も
の
が
前
掲
の

「
新
律
条
例
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
図
五
件
、
本
文
三
百
二
十
一
条
ー
実
際

は
、
巻
二
末
尾
と
巻
三
起
首
の
第
二
百
十
条
が
重
複
し
、
巻
三
の
各
条
は
一
条

ず
つ
繰
り
上
が
つ
て
い
る
た
め
三
百
二
十
二
条
あ
る
ー
よ
り
成
る
。

五
八

（
一
六
〇
）

　
そ
こ
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
第
一
次
草
案
の
特
徴
を
本
問
題
と
関
連
す
る
範

囲
内
で
摘
記
す
る
と
、
ま
ず
眼
に
つ
く
の
は
、
条
文
の
規
定
に
不
整
合
な
い
し

不
統
一
な
点
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
前
述
し

た
第
二
百
十
条
の
重
複
で
あ
る
。
こ
の
他
、
普
通
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
凡
賭
博

三
犯
以
上
ハ
徒
一
年
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
「
凡
賭
博
三
犯
ハ
徒
一
年
四
犯
以

上
亦
同
シ
」
と
す
る
な
ど
、
表
現
に
不
自
然
さ
が
あ
つ
た
り
、
答
・
杖
・
徒
・

流
・
死
の
五
刑
の
う
ち
、
死
を
除
い
た
四
刑
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
質
的
に
は
懲
役

と
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
答
・
杖
等
が
完
全
に
廃
止
せ

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
か
、
従
来
の
答
〇
十
、
杖
〇
十
、
徒

○
年
と
い
つ
た
表
現
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
こ
れ
が
適
用
に
あ
た
つ
て
は
そ
の

都
度
換
算
を
必
要
と
し
、
該
草
案
が
施
行
を
み
て
い
た
な
ら
ぽ
、
甚
だ
不
便
な

も
の
に
な
つ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ぽ
形
式
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
つ
て
、
そ

の
草
案
の
運
命
を
左
右
し
う
る
程
の
疵
理
と
は
い
え
な
い
が
、
同
一
条
文
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
条
文
と
条
文
と
の
間
に
お
い
て
、
刑
の
権
衡
を
失
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
致
命
的
な
欠
陥
と
い
え
る
。
例
え
ぽ
、
第
二
百
十
九
条
に

は
、
「
凡
本
属
ノ
長
官
ヲ
殴
テ
折
傷
以
上
ハ
勅
奏
判
ヲ
分
チ
絞
二
処
ス
ル
者
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斬
力
）

テ
終
身
懲
役
其
死
二
至
ル
者
ハ
絞
二
処
ス
ル
者
改
テ
終
身
懲
役
云
々
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
勅
任
官
、
奏
任
官
、
判
任
官
を
殴
つ
て
、
｝
．
れ
ぞ
れ
折
傷
以

上
、
廃
疾
、
篤
疾
を
結
果
し
た
場
合
、
終
身
懲
役
に
、
ま
た
死
に
至
ら
し
め
た
場

合
に
も
終
身
懲
役
に
処
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
が
い
か

に
権
衡
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
か
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な

み
に
、
改
定
律
例
第
二
百
十
六
条
は
、
右
と
同
趣
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る



が
、
前
者
の
場
合
に
は
絞
、
後
者
の
場
合
に
は
斬
と
し
、
量
刑
に
差
を
置
い
て

い
る
。

　
次
に
眼
に
つ
く
の
は
、
改
定
律
例
と
比
較
し
た
場
合
の
量
刑
で
あ
る
。
こ
の

面
か
ら
の
み
い
え
ば
、
両
者
は
別
個
の
法
典
で
は
な
い
か
と
紛
う
ほ
ど
で
あ

る
。
周
知
の
ご
と
く
、
改
定
律
例
は
、
新
律
綱
領
に
比
較
す
る
と
、
は
る
か
に

刑
が
軽
く
な
つ
て
い
る
が
、
第
一
次
草
案
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
改
定
律
例
よ
り

も
さ
ら
に
一
段
と
刑
が
軽
減
化
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
改

定
律
例
に
お
い
て
絞
な
い
し
斬
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
が
、
該
草
案
に
お
い
て
は

殆
ん
ど
終
身
懲
役
t
改
定
律
例
で
は
、
懲
役
終
身
と
い
う
ー
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
明
白
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
き
特
徴
を
有
す
る
改
定
律
例
の
第
一
次
草
案
た
る
新
律
条
例
が

太
政
官
に
奏
進
せ
ら
れ
た
の
は
、
叙
上
の
ご
と
く
、
明
治
五
年
八
月
ー
該
草

案
に
規
定
せ
ら
れ
た
条
文
を
手
懸
り
に
私
が
推
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
十

八
目
以
降
二
十
五
目
以
前
！
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
草
案
が
、
太
政
官
に
お
い
て
、
い
か
に
処
理
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
全

く
不
明
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
前
述
の
司
法
省
の
要
請
に
対
し
て
、
公
式
に

回
答
を
付
与
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
右
に
み
た
該
草
案
の
法
典
と
し
て
の
未
成
熟
さ
と
量
刑

の
極
度
の
軽
減
化
の
二
点
で
あ
る
が
、
確
と
し
た
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。

　
第
一
次
草
案
が
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
つ
た
の
で
、
司
法
省
は
、
同
年
十
月

十
三
日
、
改
め
て
再
校
草
案
（
第
二
次
草
案
）
を
太
政
官
に
「
進
呈
』
し
た
。

司
法
省
が
こ
の
措
置
を
と
つ
た
因
由
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
理
解
が
可
能
で

あ
る
。
一
つ
は
、
司
法
省
側
で
第
一
次
草
案
で
は
上
裁
が
得
ら
れ
な
い
と
判

　
　
　
敬
定
律
例
編
纂
者
考

断
L
、
自
主
的
に
草
案
の
手
直
し
を
行
つ
た
と
考
え
る
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
、

太
政
官
側
よ
り
何
ら
か
の
指
示
が
あ
つ
て
、
司
法
省
は
単
に
そ
れ
に
応
え
た
に

す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
該
草
案
は
、
左
院
の
衆
議
に
付
さ
れ
、
そ
こ
で
の
結
論

を
附
紙
で
も
つ
て
表
示
し
た
う
え
、
司
法
省
に
差
し
戻
さ
れ
た
。

　
司
法
省
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
異
論
を
は
さ
む
こ
と
な
く
、
「
改
正
浄
書
」

し
て
、
翌
十
一
月
二
十
八
目
、
「
再
ヒ
進
呈
」
し
、
「
至
急
上
木
頒
布
シ
処
刑
允

当
ヲ
得
罪
囚
幸
不
幸
ノ
無
キ
様
致
度
候
間
速
二
制
可
相
成
度
」
と
伺
つ
た
（
第
三

次
草
案
V
。

　
し
か
L
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、
な
か
な
か
「
制
可
」
が
下
ら
な
か
つ
た
た
め
、

司
法
省
は
、
し
ぽ
し
ぽ
催
促
し
た
が
、
一
向
に
将
が
明
か
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
、

翌
六
年
一
月
三
十
日
、
「
掛
合
」
に
及
ぶ
と
と
も
に
、
翌
三
十
一
日
に
も
上
申

し
、
速
に
「
制
可
」
を
賜
い
た
い
と
訴
え
た
。
こ
う
し
た
司
法
省
の
努
力
も
あ
ま
り

効
果
を
生
ま
ず
、
結
局
「
制
可
」
が
下
つ
た
の
は
、
三
月
九
日
で
あ
つ
た
。

　
か
く
し
て
、
該
草
案
は
、
上
木
に
着
手
せ
ら
れ
、
五
月
三
日
、
そ
の
業
は
成

つ
た
。
こ
の
上
木
中
に
も
、
司
法
省
の
要
請
に
よ
つ
て
、
　
「
等
外
吏
私
罪
蹟
例

図
」
他
四
件
が
採
用
に
な
り
、
草
案
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
つ
た
。
な
お
、
新

律
条
例
が
改
定
律
例
な
る
名
称
に
改
め
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
上
木
中
に
お
い
て

で
あ
つ
た
。
次
い
で
、
同
月
十
七
日
に
は
改
定
律
例
に
冠
す
る
上
諭
の
文
案
が

決
定
し
、
三
十
日
に
は
そ
の
製
本
も
完
了
し
た
。
こ
こ
に
、
改
定
律
例
は
、
完

成
を
み
、
翌
六
月
十
三
日
を
も
つ
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
三

五
九

（
エ
ハ
一
）



　
　
　
改
定
律
例
編
纂
者
考

　
次
に
、
こ
の
改
定
律
例
が
い
か
な
る
機
関
に
お
い
て
編
纂
せ
ら
れ
た
か
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
沼
正
也
博
士
は
、
そ
の
著
「
明
法
寮
に
つ
い
て
の
再
論
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

お
い
て
、
次
の
ご
と
く
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
申
律
課
が
、
断
獄
・
断
刑
・
賊
贋
・
庶
務
の
四
課
と
と
も
に
司
法
省
中

　
　
に
置
か
れ
た
の
は
明
治
四
年
八
月
（
一
九
日
？
）
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
司
法

　
　
省
申
律
課
の
所
管
事
項
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
、
こ
れ
を
明
示

　
　
し
て
あ
る
記
録
は
こ
ん
に
ち
に
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
他
の

　
　
諸
課
の
名
称
等
に
よ
つ
て
そ
の
役
柄
の
振
り
合
い
を
判
断
し
て
見
る
と

　
　
き
、
そ
れ
が
こ
と
刑
律
に
か
か
る
調
査
、
起
案
な
い
し
指
令
事
務
を
中
心

　
　
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。
す
で
に

　
　
刑
部
省
時
代
、
明
治
四
年
「
春
以
来
用
刑
ノ
実
地
二
就
綱
領
（
沼
註
ー
新

　
　
律
綱
領
）
　
ノ
尽
サ
・
ル
所
ヲ
敷
衛
シ
或
ハ
政
体
ノ
変
革
二
沿
ヒ
本
律
ノ
権

　
　
衡
ヲ
改
正
」
し
て
改
定
律
例
を
編
纂
す
る
仕
事
が
進
め
ら
れ
て
あ
つ
た

　
　
が
、
こ
の
仕
事
も
申
律
課
を
中
心
と
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
つ
た
に
違
い

　
　
な
い
。
か
く
て
、
明
法
寮
設
置
に
伴
な
い
司
法
省
申
律
課
が
廃
せ
ら
れ
た

　
　
こ
と
は
、
改
定
律
例
編
纂
の
仕
事
を
始
め
新
律
綱
領
を
め
ぐ
る
伺
・
指
令

　
　
事
務
が
明
法
寮
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
ん
ば
置
か
な
い
と
こ

　
　
ろ
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
こ
そ
明
法
寮
誕
生
当
時
に
お
け
る
も
つ
と
も
重
要

　
　
な
所
管
事
項
た
ら
し
め
ら
れ
た
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
も
の
だ
つ
た
で

　
　
あ
ろ
う
。
改
定
律
例
編
纂
事
業
は
、
新
律
綱
領
を
め
ぐ
り
各
府
県
等
か

　
　
ら
司
法
省
に
対
し
な
さ
れ
た
伺
を
素
材
に
し
て
逐
次
条
数
を
重
ね
て
行
つ

　
　
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
　
（
一
六
二
）

　
　
い
た
通
り
で
あ
り
・
そ
の
指
令
案
は
明
法
寮
設
置
後
は
同
寮
に
お
い
て
原

　
　
案
が
作
成
さ
れ
ひ
ろ
く
司
法
省
の
官
員
の
討
議
な
い
し
二
覧
」
を
経
て

　
　
確
定
し
て
行
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
い
ち
お
う
新
条
例
と
し
て
公
布

　
　
さ
れ
ま
た
は
伺
い
出
を
な
し
た
府
県
等
に
箇
々
に
指
令
が
な
さ
れ
た
ま
ま

　
　
で
改
定
律
例
中
に
包
摂
せ
ら
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
こ
の
沼
博
士
の
所
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
当
該
問
題
に
接

近
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
そ
の
第
一
は
、
改
定
律
例
の
編
纂
事
業
が
、
　
「
新
律
綱
領
を
め
ぐ
り

各
府
県
等
か
ら
司
法
省
に
対
し
な
さ
れ
た
伺
を
素
材
に
し
て
逐
次
条
数
を
重
ね

て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
こ
の
理
解
が
厳
密
に
い
え
ば
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
次
草
案
中
に
、
各
府

県
等
の
伺
が
契
機
と
な
つ
て
起
案
さ
れ
た
条
文
と
、
編
纂
に
あ
た
つ
て
新
た
に

起
案
さ
れ
た
条
文
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
白
で
あ
る
。
そ
の
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

率
は
、
大
略
前
者
二
に
対
し
、
後
者
一
で
あ
る
。

　
こ
の
事
実
は
、
ま
た
、
新
律
綱
領
の
改
正
事
業
と
改
定
律
例
の
編
纂
事
業
と

の
問
に
は
、
一
線
を
画
す
必
要
性
の
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ

る
。　

そ
の
第
二
は
、
改
定
律
例
の
編
纂
が
刑
部
省
に
お
い
て
着
手
せ
ら
れ
た
と
い

う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
新
律
綱
領
の
改
正
は
、
刑
部
省
時
代
の
明
治
四
年
春
以
来
着
手
せ

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
改
正
条
文
中
の
あ
る
も
の
は
、
改
定
律
例
に
と
り
込
ま
れ
て

そ
の
一
条
を
形
成
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
理
解
が
一
概
に
誤
り
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
私
も
か
つ
て
は
そ
う
考
え
，
ま
た
そ
の
よ
う
に
叙
述
L
て



お
い
た
が
、
新
律
綱
領
の
改
正
事
業
と
改
定
律
例
の
編
纂
事
業
と
は
、
明
確
に
区

別
し
て
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
到
達
し
た
現
時
点
に
お
い
て

は
、
右
の
ご
と
き
理
解
に
対
し
て
は
否
定
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
け
だ
し
、

新
律
綱
領
改
正
条
文
を
収
集
・
整
理
し
て
、
一
個
の
法
典
と
な
す
こ
と
に
決
定

を
み
た
の
は
、
そ
れ
ら
改
正
条
文
が
重
畳
し
、
現
行
法
の
把
握
に
四
難
を
覚
え

る
ほ
ど
の
事
態
に
た
ち
至
つ
た
時
点
、
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
は
あ
る
程
度
の
月
日
の
経
過
を
必
要
と
し
、
刑
部
省
時
代
で

は
あ
ま
り
に
も
早
き
に
失
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
第
三
は
、
第
二
と
関
連
す
る
が
、
改
定
律
例
の
編
纂
事
業
が
申
律
課
を

中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
該
事
業
の
開
始
時
期
を
明
確
に
し
え
な
い
現
段
階
で
は
、
こ
の
説
の
当
否
を

云
々
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
申
律
課
の
存
続
期
問
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

明
治
四
年
八
月
か
ら
九
月
二
十
七
目
ま
で
で
あ
つ
た
こ
と
よ
り
判
断
す
れ
ば
、

こ
こ
で
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
と
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
た
早
す
ぎ
る
よ
う
に
私
に

は
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
第
四
は
、
「
明
法
寮
設
置
に
伴
な
い
司
法
省
申
律
課
が
廃
せ
ら
れ
た
こ

と
は
、
改
定
律
例
編
纂
の
仕
事
を
始
め
新
律
綱
領
を
め
ぐ
る
伺
・
指
令
事
務
が

明
法
寮
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
ん
ば
置
か
な
い
」
と
い
う
点
に
つ

い
て
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
申
律
課
か
ら
明
法
寮
へ
の
事
務
引
き
継
ぎ
は
、
極
め
て
簡

単
に
行
わ
れ
た
か
の
ご
と
く
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
事
実
は
そ
う
で
な
か
つ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
明
法
寮
が
司
法
省
中
に
一
等
寮
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
は
、
明
治
四
年
九
月

　
　
　
　
改
定
律
例
編
纂
者
考

　
　
　
　
　
　
（
4
）

二
十
七
日
で
あ
つ
た
が
、
博
士
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
「
ひ
と
ま
ず
同
寮
の
人

的
機
構
が
備
つ
た
」
の
は
、
「
設
置
後
約
四
〇
日
の
明
治
四
年
一
一
月
五
日
の

　
　
　
　
　
（
5
）

こ
と
で
」
あ
つ
た
。
こ
の
日
、
司
法
中
判
事
楠
田
英
世
が
明
法
権
頭
に
、
司
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

権
中
判
事
鶴
田
皓
が
明
法
助
に
そ
れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、

そ
の
下
僚
の
人
事
が
決
定
を
み
た
の
は
、
翌
五
年
二
月
で
あ
つ
た
。
「
官
員
全

書
」

司
法
省
の
部

明
法
寮

　
明
法
権
頭
従
五
位

　
明
法
助
正
六
位

　
明
法
中
属

　
明
法
中
属

　
明
法
中
属

　
明
法
少
属

　
明
法
少
属

　
明
法
少
属

　
　
　
明
法
寮
は
、

（
壬
申
五
月
五
日
改
）
に
は
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

楠
田
英
世

鶴
田
　
皓

高
沢
重
道

横
山
　
尚

村
岡
良
弼

草
鹿
　
瑛

尾
崎
房
豊

城
井
国
綱

肥
前
伊
万
里
県
人

肥
前
伊
万
里
県
人

下
総
印
旛
県
人

播
磨
飾
磨
県
人

常
陸
新
治
県
人

加
賀
石
川
県
人

肥
後
熊
本
県
人

豊
前
小
倉
県
人

　
　
　
（
マ
マ
）

明
治
辛
未
八
月
任

明
治
辛
未
十
一
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

　
こ
こ
に
、
　
　
　
　
　
実
質
的
に
申
律
課
の
事
務
を
引
き
継
い
で
活
動
を
開

始
す
る
こ
と
に
な
つ
た
と
思
考
せ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
問
題
は
、
改
定
律
例
の
編
纂
で
あ
る
。

　
新
律
綱
領
の
改
正
事
業
と
改
定
律
例
の
編
纂
事
業
と
を
分
離
し
て
考
え
る
立

場
か
ら
い
う
な
ら
ぽ
、
該
編
纂
事
業
は
、
新
律
綱
領
の
改
正
条
文
が
重
畳
す
る
に

至
る
時
点
、
お
よ
び
第
一
次
草
案
が
成
業
し
た
時
点
等
よ
り
判
断
し
て
、
こ
の

明
法
寮
に
お
い
て
同
寮
が
中
心
と
な
つ
て
着
手
せ
ら
れ
た
と
す
る
の
が
最
も
合

理
的
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
　
（
一
六
一
二
）



改
定
律
例
編
纂
者
考

　
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
つ
開
始
せ
ら
れ
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
は
、
一
応
三
つ
の
仮
説
が
成
り
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
e
は
、
明
治

五
年
二
月
で
、
明
法
寮
の
人
的
機
構
が
整
つ
た
時
点
で
あ
り
、
そ
の
⇔
は
、
同
年

五
月
で
、
江
藤
新
平
が
司
法
卿
に
就
任
し
て
司
法
制
度
の
改
革
に
乗
り
出
し
た

　
　
　
　
（
7
）

時
点
で
あ
り
、
そ
の
㊧
は
、
同
年
八
月
で
、
明
法
寮
の
機
構
に
制
度
的
・
人
的
大

変
革
が
加
え
ら
れ
た
時
点
（
本
誌
六
四
頁
参
照
）
で
あ
る
。
新
律
綱
領
改
正
条
文

の
重
畳
、
あ
る
い
は
成
業
し
た
第
一
次
草
案
が
法
典
と
し
て
未
成
熟
で
あ
つ
た

ー
こ
の
事
実
は
、
該
草
案
が
極
め
て
短
期
間
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
物
語
つ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
ー
と
い
う
点
よ
り
み
れ
ば
、
仮
説
の

口
な
い
し
㊧
が
よ
く
、
人
的
機
構
の
整
備
と
い
う
点
よ
り
み
れ
ぽ
、
仮
説
の
0

あ
る
い
は
口
が
よ
い
が
、
仮
説
の
㊧
は
、
草
案
成
業
の
時
期
よ
り
み
て
や
や
遅

き
に
す
ぎ
る
ぎ
ら
い
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳥
）

　
ち
な
み
に
、
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
・
現
法
務
図
書
館
所
蔵
の
「
戴
鹸
条
例
輯
録
』

は
、
司
法
省
に
お
け
る
決
議
な
い
し
起
案
、
お
よ
び
諸
府
県
か
ら
の
伺
と
そ
れ

に
対
す
る
指
令
を
輯
め
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、
改
定
律
例
編
纂
の
参
考
資
料
と

し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
の
転
写
と
思
考
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
冒
頭
記
事
は
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

治
五
年
二
月
八
日
付
の
「
盗
私
印
」
に
関
す
る
決
議
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
み
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ば
仮
説
の
0
も
捨
て
が
た
い
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
沼
正
也
著
作
集
2
「
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
〔
改
訂
版
〕
」
所
収
、
七
〇

　
　
一
頁
以
下
。
な
お
、
文
中
に
別
稿
と
あ
る
の
は
、
「
家
族
関
係
法
に
お
け
る
近
代
的
思

　
　
惟
の
確
立
過
程
（
そ
の
一
）
」
を
指
し
、
こ
の
論
文
も
上
掲
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
詳
し
く
は
、
拙
著
・
前
掲
論
文
、
第
三
節
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

六
二

（
一
六
四
）

（
3
×
4
）
　
司
法
省
総
務
局
記
録
課
編
「
司
法
省
沿
革
略
誌
一
一
五
頁
、
お
よ
び
内
閣

　
記
録
局
編
「
法
規
分
類
大
全
第
一
編
」
官
職
門
（
十
二
）
刑
部
省
弾
正
台
　
司
法

　
省
一
、
三
〇
八
ヒ
三
〇
九
頁
。

（
5
）
　
沼
・
前
掲
書
、
七
〇
〇
頁
。

（
6
）
　
「
元
老
院
　
勅
奏
判
任
官
履
歴
書
」
楠
田
英
世
お
よ
び
鶴
田
皓
の
項
、
な
ら
び

　
に
「
百
官
履
歴
」
下
巻
、
一
四
八
、
四
二
頁
。

（
7
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
的
野
半
介
「
江
藤
南
白
」
上
、
六
四
五
頁
以
下
を
参
照
せ

　
ら
れ
た
い
。

（
8
）
　
本
書
に
つ
い
て
は
、
摘
著
・
前
掲
論
文
に
お
い
て
考
察
し
て
お
い
た
の
で
、
詳

　
し
く
は
そ
れ
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
9
）
　
こ
の
決
議
は
、
第
一
次
草
案
の
第
百
二
十
八
条
「
盗
官
印
附
例
」
と
し
て
、
そ

　
の
条
文
中
に
と
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
n
）
　
た
お
、
司
法
省
調
査
課
「
和
漢
図
書
目
録
」
（
昭
和
十
一
年
末
現
在
）
に
よ
る

　
と
、
改
定
律
例
の
編
纂
に
関
連
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
「
律
令
定
案
」
、
「
新
条
例
稿
」

　
「
条
例
草
案
」
な
る
書
が
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
戦
災
に
よ
つ
て
灰
燈
に
帰
し
て
し

　
ま
つ
た
こ
と
は
、
惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
そ
れ
で
は
、
叙
上
の
結
果
に
、
冒
頭
所
掲
の
三
点
の
資
料
を
組
み
合
せ
て
考

察
し
た
場
合
、
い
か
な
る
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
順
序
は
逆
に
な
る
が
、
鶴
田
皓
に
関
す
る
記
事
か
ら
み
て
い
こ
う
。

　
鶴
田
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
明
治
四
年
十
一
月
、
九
日
以
来
、
そ
の
地
位
は
、
明

法
寮
の
次
官
た
る
明
法
助
に
あ
つ
た
。
し
か
も
、
鶴
田
は
、
新
律
綱
領
の
起
草

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

委
員
の
一
人
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
鶴
田
が
改
定
律
例
の
編
纂
に
与
か
つ

て
力
が
あ
つ
た
確
率
は
、
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、



明
治
五
年
八
月
に
太
政
官
に
奏
進
せ
ら
れ
た
第
一
次
草
案
に
つ
い
て
の
み
い
え

る
こ
と
で
あ
る
。
同
年
十
月
十
三
日
進
呈
の
再
校
草
案
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
草

案
に
つ
い
て
は
、
鶴
田
は
、
直
接
与
か
る
と
こ
ろ
は
な
か
つ
た
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
何
故
な
れ
ば
、
鶴
田
は
、
明
治
五
年
六
月
十
三
目
、
「
司
法
卿
江
藤

新
平
為
理
事
官
欧
洲
各
国
へ
被
差
遣
候
二
付
随
行
被
仰
付
候
事
」
な
る
辞
令
を

　
（
2
）

受
け
、
九
月
三
日
、
江
藤
の
派
遣
は
中
止
と
な
つ
た
も
の
の
、
随
行
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
そ
の
ま
ま
決
行
さ
れ
、
同
月
十
四
日
、
横
浜
よ
り
フ
ラ
ン
ス
郵
船
ゴ
タ
ベ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

イ
号
に
乗
船
・
出
帆
し
、
欧
州
各
国
の
制
度
を
調
査
し
て
帰
朝
し
た
の
は
、
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

六
年
九
月
六
日
の
こ
と
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
前
掲
の
「
時
朝
廷
操
一
新
律
綱
領
、
及
改
定
律
例
一
。
君
与
有
レ

力
焉
」
な
る
記
事
が
真
実
を
語
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
鶴
田
が
与
か
つ
て
力
が

あ
つ
た
の
は
、
第
一
次
草
案
の
編
纂
で
あ
り
、
そ
の
関
与
の
し
か
た
は
、
鶴
田

の
地
位
・
明
法
助
よ
り
み
て
、
編
纂
主
任
に
近
い
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
推
定

が
こ
こ
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
次
に
、
「
櫟
斉
翁
年
譜
」
の
記
事
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
村
岡
は
、
こ
の
年
譜
お
よ
び
前
掲
「
官
員
全
書
」
に
み
る
ご
と
く
、
明
治
五

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

年
二
月
、
司
法
権
中
録
か
ら
明
法
中
属
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
明
法

寮
に
お
い
て
改
定
律
例
の
編
纂
が
始
ま
つ
た
と
す
れ
ば
、
ま
た
、
村
岡
が
新
律

綱
領
の
編
纂
に
関
与
し
た
ー
た
と
え
、
そ
れ
が
編
纂
主
任
の
地
位
に
あ
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

水
本
成
美
の
私
的
な
助
手
と
い
つ
た
形
で
あ
ろ
う
と
ー
こ
と
を
想
起
す
る
な

ら
ば
、
こ
れ
に
携
わ
つ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前

掲
・
年
譜
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
「
編
修
」

に
村
岡
が
従
事
し
た
の
は
、
同
年
八
月
権
少
法
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る

　
　
　
改
定
律
例
編
纂
者
考

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
八
月
な
る
期
日
は
前
述
の
ご
と
く
、
第
一
次
草
案
が
成

業
し
、
太
政
官
に
奏
進
さ
れ
た
月
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
村
岡
が
こ
の
第
一
次
草
案
の
編
纂
に
関
与
し
た
か
ど
う
か
問

題
に
な
る
が
、
も
し
年
譜
の
ご
と
く
権
少
法
官
に
就
任
し
て
初
め
て
そ
れ
に
携

わ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確

か
に
、
諸
般
の
事
情
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
村
岡
の
権
少
法
官
就
任
の
方
が
草
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

奏
進
よ
り
も
数
日
早
い
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
程
度
の
日
数
で
は
何
程
の
こ

と
も
な
し
え
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
村
岡
が
改
定
律
例
の
編
纂
に

あ
た
つ
た
の
は
、
再
校
草
案
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
最
後
に
、
小
原
重
哉
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
小
原
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

明
治
五
年
九
月
二
目
、
司
法
少
判
事
よ
り
中
法
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
「
尋
て
改
定
律

例
草
案
取
調
掛
を
命
」
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
改
定
律
例
草
案
取
調
掛
」

な
る
職
名
が
み
え
て
い
る
こ
と
に
は
若
干
疑
義
が
存
す
る
（
こ
の
時
点
で
は
、
改

定
律
例
は
新
律
条
例
と
称
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
）
が
、
小
原
の
記
憶
に
ょ
つ
て

追
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
こ
の
こ
と
自
体
は
信
用
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
、
小
原
が
改
定
律
例
の
編
纂
に
従
事
し
た
の
は
、
再
校
草
案
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

で
あ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
こ
の
事
実
は
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
第
一
次
草
案
と
再

校
草
案
以
後
と
で
は
、
そ
の
起
草
老
に
お
い
て
変
更
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
推
測
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　
・
て
こ
で
、
想
起
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
明
治
五
年
八
月
に
第
一
次
草
案
を
奏
進

し
、
こ
れ
に
対
す
る
公
式
の
回
答
が
な
い
ま
ま
、
同
年
十
月
十
三
日
、
ま
た
改

め
て
再
校
草
案
を
進
呈
し
た
こ
と
、
お
よ
び
量
刑
の
面
に
限
つ
て
い
え
ば
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
（
一
六
五
）



　
　
　
改
定
律
例
編
纂
者
考

一
次
草
案
と
公
布
さ
れ
た
改
定
律
例
と
で
は
、
別
な
る
法
典
の
ご
と
き
印
象
を

抱
か
し
め
る
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
第
一
次
草
案
と
再
校
草
案
以
降

の
間
に
は
、
そ
の
編
纂
者
に
お
い
て
交
替
が
あ
つ
た
と
想
定
す
る
の
が
最
も
自

然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
こ
れ
を
裏
付
け
て
く
れ
る
の
が
右
の
小
原
の
記
事
で
あ
り
、
さ

ら
に
、
こ
の
推
測
を
推
定
に
ま
で
高
め
て
く
れ
る
の
が
明
治
五
年
八
月
以
降
実

施
に
移
さ
れ
た
明
法
寮
の
機
構
改
革
で
あ
る
。
こ
の
改
革
が
、
司
法
卿
江
藤
新

平
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
明
治
五
年
七
月
四
日
、
司
法
省
は
、
太
政
官
に
対
し
、
「
未
定
法
律
ノ
草
案

ヲ
議
ス
ル
等
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
専
門
官
た
る
大
法
官
・
権
大
法
官
・
中
法
官
・
権

中
法
冨
・
少
法
官
・
権
少
法
官
の
六
官
を
明
法
寮
中
に
設
置
さ
れ
た
い
と
伺
い

（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

出
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
翌
八
月
三
目
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
て
、

そ
の
職
掌
等
は
、
同
日
、
　
「
但
仮
定
ノ
心
得
ヲ
以
テ
施
行
可
致
事
」
と
し
て
司

法
省
へ
達
せ
ら
れ
た
「
司
法
職
務
定
制
」
中
の
第
十
九
章
明
法
寮
職
制
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

第
二
十
章
明
法
寮
章
程
に
お
い
て
規
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
司
法
職
務
定
制
に
よ
つ
て
、
頭
（
権
頭
）
・
助
（
権
助
）
と
法
官
の
職
掌

を
み
て
み
る
と
、
前
者
は
、
「
卿
輔
ヲ
賛
助
シ
各
国
ノ
法
ヲ
采
択
シ
（
中
略
）
条

例
擬
案
及
新
法
ノ
草
案
ヲ
裁
ス
」
と
あ
り
、
後
老
は
、
「
博
ク
古
今
及
各
国
ノ

法
ヲ
講
究
シ
長
官
ノ
采
択
二
備
へ
及
ヒ
新
法
ヲ
議
シ
条
例
ヲ
編
修
シ
疑
諏
ヲ
擬

定
シ
生
徒
ヲ
教
授
ス
」
と
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
改
定
律
例
の
再
校
草
案
以
降
は
、
こ
れ
ら
の
官
に
あ
つ
た
人

び
と
の
手
に
よ
つ
て
、
そ
の
編
纂
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
　
（
一
六
六
）

　
そ
こ
で
、
叙
上
の
官
に
就
任
し
た
人
物
を
列
挙
す
る
と
、
権
頭
楠
田
英
世

（
明
治
四
年
＋
一
月
五
日
任
）
、
助
鶴
田
皓
（
同
上
）
、
大
法
官
津
田
真
道
（
同
五
年

　
　
（
焉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

八
月
五
日
任
）
、
権
大
法
官
鷲
津
宣
光
（
同
月
九
日
任
）
、
同
水
本
成
美
（
同
年
九

月
四
勘
×
中
法
官
小
原
重
哉
（
同
月
言
賃
権
中
蕎
河
魁
雄
（
聲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

少
法
官
林
正
明
（
同
年
八
月
＋
七
日
任
、
た
だ
し
、
同
日
七
等
出
仕
拝
）
、
権
少
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

官
横
山
尚
（
同
月
十
二
日
任
）
、
同
村
岡
良
弼
（
同
上
力
）
、
と
い
つ
た
人
び
と
で

あ
る
。

　
し
か
し
て
、
こ
の
な
か
で
、
再
校
草
案
以
降
の
編
纂
を
主
催
し
う
る
人
物
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
地
位
と
履
歴
か
ら
い
つ
て
、
権
大
法
官
水
本
成
美

が
最
も
相
応
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
水
本
は
、
新
律
綱
領
の
編
纂
に
お
い
て
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

任
的
な
役
割
を
果
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
水
本
は
、
新
律
綱
領
頒
布

後
の
明
治
三
年
十
二
月
二
十
四
日
、
神
田
鍋
町
に
お
い
て
愚
に
も
付
か
な
い
事

　
　
　
　
　
（
2
3
）

件
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
刑
部
大
判
事
か
ら
中
判
事
に
降
官
さ
れ
、
次
い

で
翌
四
年
二
月
二
十
日
に
は
免
本
官
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
東
京
府

権
典
事
に
召
さ
れ
、
や
が
て
典
事
に
進
ん
だ
が
、
明
治
五
年
六
月
八
目
、
司
法

省
五
等
出
仕
と
し
て
返
り
咲
き
、
こ
の
九
月
四
日
に
権
大
法
官
と
な
つ
た
の
で

（
2
4
）

あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
き
水
本
の
経
歴
を
み
る
と
き
、
水
本
が
こ
の
明
法
寮
に
お
い

て
、
鶴
田
に
替
つ
て
改
定
律
例
の
編
纂
を
主
催
し
た
可
能
性
は
極
め
て
大
な
る

も
の
が
あ
る
が
、
水
本
の
履
歴
書
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
切
語
つ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
も
し
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
水
本
の
下
で
新
律
綱
領
の
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

纂
に
従
事
し
た
権
少
法
官
横
山
尚
お
よ
び
村
岡
良
弼
の
両
名
も
、
必
ら
ず
や
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

れ
に
従
つ
た
と
思
考
せ
ら
れ
る
が
、
村
岡
に
そ
の
徴
証
は
あ
つ
て
も
横
山
に
は



存
し
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
改
定
律
例
の
再
校
草
案
以
後
の
編
纂
は
、
こ
の
明
法
寮

が
中
心
と
な
つ
て
行
つ
た
と
考
え
て
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
て
、
こ
の

編
纂
に
は
、
法
官
の
人
び
と
が
そ
の
任
に
あ
た
つ
た
と
思
考
せ
ら
れ
る
が
、
そ

の
徴
証
が
存
す
る
の
は
、
小
原
と
村
岡
の
二
名
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、

こ
こ
で
は
即
断
を
避
け
、
後
考
を
侯
ち
た
い
と
思
う
。

　
以
上
考
証
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
表
示
す
る
と
、

　
　
第
一
次
草
案

　
　
　
　
（
編
纂
主
任
）
　
明
法
助
　
　
鶴
田
　
皓

　
　
　
　
編
纂
委
員
　
　
　
　
不
　
　
明

　
　
再
校
草
案
以
後

　
　
　
　
編
纂
主
任
　
　
（
権
大
法
官

　
　
　
　
編
纂
委
員
　
　
中
法
官

　
　
　
　
〔
草
案
取
調
掛
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
法
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
権
少
法
官

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

水
本
成
美
）

小
原
重
哉

村
岡
良
弼

横
山
　
尚
）

（
1
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
『
新
律
綱
領
編
纂
関
係
者
考
」
（
「
明
治
初
期
刑
法

　
史
の
研
究
」
所
収
）
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
な
お
、
私
も
、
新
律
綱
領
編
纂
関
係
者

　
に
つ
い
て
の
一
文
を
草
し
（
そ
の
大
要
に
つ
い
て
は
、
こ
の
春
専
修
大
学
で
開
催
さ

　
れ
た
法
制
史
学
会
第
二
十
六
回
総
会
に
お
い
て
、
口
頭
発
表
し
て
お
い
た
）
、
「
大
阪
学

院
法
学
」
第
一
号
（
法
学
部
開
設
記
念
論
文
集
に
な
る
予
定
）
に
お
い
て
近
く
発
表
す

　
る
予
定
で
あ
る
。

（
2
）
　
前
掲
「
元
老
院
　
勅
奏
判
任
官
履
歴
書
」
お
よ
び
「
百
官
履
歴
」
．

改
定
律
例
編
纂
者
考

（
3
）
　
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
江
藤
南
白
」
下
、
一
一
八
頁
以
下
が
詳
細
で

　
あ
る
。

（
4
）
　
成
島
柳
北
「
航
西
日
乗
」
（
「
明
治
文
化
全
集
」
第
十
六
巻
、
外
国
文
化
篇
、
所

　収）明

治
五
年
九
月
十
三
日
条
。

（
5
）
　
「
司
法
省
日
誌
」
明
治
六
年
、
第
五
十
号
、
八
頁
。
お
よ
び
註
（
2
）
。

（
6
）
　
こ
の
年
譜
の
記
載
に
は
若
干
疑
義
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
四
年
八
月
　
司
法
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
録
に
進
み
、
九
月
明
法
寮
権
小
法
官
に
転
じ
云
々
」
と
あ
る
が
、
尾
佐
竹
猛
「
明
治

鰭
撚
史
」
一
七
七
頁
以
下
所
収
の
「
官
員
録
」
（
明
治
四
年
八
月
二
十
八
目
）
を
み
る
と
、

村
岡
は
、
「
司
法
権
中
録
」
で
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
ご
と
く
、
明
法
寮
に
法
官
が
設

置
せ
ら
れ
た
の
は
、
翌
五
年
八
月
に
な
つ
て
か
ら
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
若
干
疑

　
義
が
あ
る
が
、
明
治
五
年
の
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
材
料
が
な
い
の
で
、

　
こ
の
記
載
に
従
つ
て
考
証
し
て
お
く
。

（
7
）
註
（
6
）
参
照
。

（
8
）
こ
れ
に
っ
い
て
は
、
註
（
1
）
に
記
し
た
ご
と
く
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
の

　
で
、
考
証
は
そ
れ
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

（
9
）
第
一
次
草
案
の
太
政
官
奏
進
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
明
治
五
年
八
月
十
八
日

　
以
降
二
十
五
日
以
前
で
あ
つ
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
村
岡
の
権
少
法
官
就

　
任
は
、
八
月
十
二
日
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
註
（
2
1
）
参
照
。

（
10
）
　
こ
の
こ
と
は
、
「
任
解
日
録
」
六
、
明
治
五
年
九
月
二
日
条
か
ら
も
確
認
で
き

　
る
。

（
11
）
第
一
次
草
案
条
文
中
に
、
小
原
が
主
任
と
な
つ
て
編
纂
し
た
監
獄
則
が
援
用
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
原
も
こ
の
草
案
の
編
纂
に
関
与
し
た
と
い
う
推
定
が
成
り

　
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
監
獄
則
が
司
法
省
に
お
い
て
成
案
を
み
、
太
政
官
に

奏
進
さ
れ
た
の
は
、
明
治
五
年
三
月
で
あ
る
か
ら
、
司
法
省
内
の
者
な
ら
ば
誰
で
も

参
照
し
え
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
が
決
め
手
と
な
ら
な
い
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い

　
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
拙
著
・
前
掲
論
文
、
第
三
節
参
照
の
こ
と
。

六
五

（
ニ
ハ
七
）



改
定
律
例
編
纂
者
考

　
　
ち
な
み
に
、
小
原
の
略
歴
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
前
掲
の
「
蟹
報
効
志
夫

名
録
」
小
原
重
哉
の
項
の
他
、
荒
木
桜
州
「
司
直
叢
話
　
脱
獄
者
か
ら
監
獄
行
政
家
」

　
（
「
法
律
新
聞
』
第
二
千
五
百
八
十
九
、
二
千
五
百
九
十
号
、
所
載
）
、
小
川
太
郎
「
矯

　
正
の
先
駆
者
物
語
（
そ
の
一
）
　
小
原
重
哉
」
等
が
あ
る
。

（
1
2
×
1
3
）
前
掲
「
法
規
分
類
大
全
第
一
編
」
官
職
門
（
十
二
）
、
七
八
～
七
九
頁
。

（
1
4
）
　
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。
な
お
、
司
法
職
務
定
制
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
本
書

　
に
よ
る
。

（
15
）
前
掲
『
元
老
院
勅
奏
判
任
官
履
歴
書
」
お
よ
び
前
掲
「
百
官
履
歴
」
上
、
津

　
田
真
道
の
項
。

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

　
同
氏
に
対
し
、

（
飢
）

　
を
と
つ
て
い
る
の
で
、

（
器
）

（
沼
）

　
撰
夷
事
件
に
対
す
る
通
常
謀
殺
罪
の
適
用
ー
」

　
史
録
」

（
盟
）

（
器
）

　
大
蔵
省
之
部
、

（
％
）太

が

「
太
政
官
日
誌
」
明
治
五
年
、
第
五
十
八
号
、
四
葉
裏
。

前
掲
「
元
老
院
　
勅
奏
判
任
官
履
歴
書
」
水
本
成
美
の
項
。

「
太
政
官
日
誌
」
明
治
五
年
、
第
六
十
四
号
、
三
葉
裏
。

前
掲
「
任
解
日
録
」
明
治
五
年
八
月
十
七
日
条
。

横
山
政
惟
氏
所
蔵
の
履
歴
書
に
よ
る
。
謄
本
を
請
う
ま
ま
に
御
恵
贈
下
さ
つ
た

　
　
　
　
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
た
い
．

村
岡
と
横
山
の
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
官
歴
を
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
一
の
歩
調

　
　
　
　
　
　
　
一
応
こ
の
よ
う
に
推
定
し
て
お
ぎ
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
手
塚
・
前
掲
論
文
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
田
中
時
彦
「
大
学
南
校
雇
英
人
教
師
襲
撃
事
件
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
我
妻
栄
他
編
「
日
本
政
治
裁
判

　
明
治
・
前
、
所
収
）
一
九
七
頁
が
言
及
し
て
い
る
。

註
（
1
7
）
に
同
じ
。

横
山
が
新
律
綱
領
の
編
纂
に
関
与
し
た
こ
と
は
、
『
公
文
録
」
明
治
四
年
二
月
、

　
　
　
　
所
載
の
行
賞
表
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

沼
博
士
も
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
改
定
律
例
は
、
水

「
そ
の
愛
弟
子
村
岡
良
弼
等
を
助
手
と
し
て
江
藤
の
性
急
な
要
請
の
ま
ま
に
呵

六
六

（
エ
ハ
八
）

　
成
し
た
も
の
と
私
は
い
ま
そ
う
間
接
的
な
諸
資
料
か
ら
し
て
推
測
せ
ざ
る
を
え
な
い

　
の
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
沼
・
前
掲
書
、
七
一
六
頁
）
。

（
伽
）
　
な
お
、
沼
博
士
は
、
法
務
図
書
館
所
蔵
の
「
府
県
伺
留
」
、
「
各
裁
判
所
伺
留
」
、

『
禦
腎
留
等
の
記
録
中
壕
え
る
諸
鷹
等
よ
り
出
さ
れ
萄
鋳
す
る
指
令

　
の
起
案
者
ー
そ
れ
は
、
そ
の
指
令
の
傍
に
捺
さ
れ
た
印
章
よ
り
、
あ
る
程
度
推
定

　
し
う
る
f
か
ら
、
改
定
律
例
の
編
纂
者
を
割
り
出
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
（
沼
・
前

　
掲
書
、
三
四
一
頁
以
下
）
が
、
新
律
綱
領
の
改
正
と
改
定
律
例
の
編
纂
と
が
段
階
を

　
異
に
す
る
事
業
で
あ
る
以
上
、
こ
の
方
法
に
は
自
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る

　
を
え
な
い
。

付
記
　
本
稿
の
成
る
に
つ
い
て
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
手
塚

豊
・
同
利
光
三
津
夫
両
博
士
よ
り
種
々
有
益
な
る
御
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ

に
記
し
て
厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
九
手
十
二
月
十
三
目
稿
》


